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文
部
科
学
省

○

令
第
五
号

厚
生
労
働
省

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
及
び
介
護
サ
ー
ビ
ス

の
基
盤
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及

び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
社
会
福
祉
士
介
護
福
祉
士
学
校
指
定
規
則
及
び
社
会
福
祉
に
関
す
る
科
目
を
定
め
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
一
日

文
部
科
学
大
臣

中
川

正
春

厚
生
労
働
大
臣

小
宮
山
洋
子

社
会
福
祉
士
介
護
福
祉
士
学
校
指
定
規
則
及
び
社
会
福
祉
に
関
す
る
科
目
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
社
会
福
祉
士
介
護
福
祉
士
学
校
指
定
規
則
の
一
部
改
正
）

文
部
科
学
省

第
一
条

社
会
福
祉
士
介
護
福
祉
士
学
校
指
定
規
則
（
平
成
二
十
年

令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

厚
生
労
働
省

る
。附

則
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
表
備
考
及
び
別
表
第
五
備
考
中
「
も
の
」
を
「
こ
と
を
標
準
」
に
改
め
る
。
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第
二
条

社
会
福
祉
士
介
護
福
祉
士
学
校
指
定
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
第
三
十
九
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
を
「
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
若
し
く

は
第
五
号
」
に
、
「
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
同
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
又
は
第
三
号
」
を
「
若
し
く
は
第
三
号
又
は
第
四
十
条
第
二
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
第
三
十
九
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
を
「
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
に
、
「
法
第
四
十
条
第
二

項
第
一
号
」
を
「
同
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
五
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
三
十
九
条
第
一
号
」
を
「
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中

「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、
「
第
三
十
九
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
を
「
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九
の
二

別
表
第
四
の
医
療
的
ケ
ア
の
領
域
に
区
分
さ
れ
る
教
育
内
容
を
教
授
す
る
教
員
は
、
当
該
教
育
内
容
を
教
授
す

る
教
員
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
さ
せ
る
た
め
に
行
う
講
習
会
で
あ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
厚
生
労
働
大
臣
に

届
け
出
ら
れ
た
も
の
を
修
了
し
た
者
そ
の
他
そ
の
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
（
以

下
「
医
療
的
ケ
ア
教
員
講
習
会
修
了
者
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
医
師
、
保
健
師
、
助
産
師
又
は
看
護
師



- 3 -

の
資
格
を
取
得
し
た
後
五
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
者
を
置
く
こ
と
。

第
六
条
中
「
第
三
十
九
条
第
二
号
」
を
「
第
四
十
条
第
二
項
第
二
号
」
に
、
「
同
条
第
三
号
」
を
「
同
項
第
三
号
」
に
改

め
る
。

第
七
条
中
「
第
三
十
九
条
第
三
号
」
を
「
第
四
十
条
第
二
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
七
条
の
二

法
第
四
十
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
学
校
（
別
表
第
四
の
二
に
お
い
て
「
第
五
号
学
校
」
と
い
う
。
）

に
係
る
令
第
二
条
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

昼
間
課
程
及
び
夜
間
課
程
に
係
る
基
準

イ

修
業
年
限
は
、
六
月
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

教
育
の
内
容
は
、
別
表
第
四
の
二
に
定
め
る
も
の
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ハ

別
表
第
四
の
二
に
定
め
る
教
育
の
内
容
を
教
授
す
る
の
に
必
要
な
数
の
教
員
を
有
し
、
か
つ
、
別
表
第
二
の
上
欄

に
掲
げ
る
学
生
の
総
定
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
専
任
教
員
数
以
上
の
専
任
教
員
を
有

す
る
こ
と
。

ニ

別
表
第
四
の
二
に
定
め
る
教
育
の
一
部
を
他
の
学
校
等
に
実
施
さ
せ
る
場
合
に
は
、
当
該
他
の
学
校
等
に
つ
い
て
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そ
の
分
担
す
る
教
育
の
内
容
に
関
し
て
適
切
な
水
準
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ホ

ハ
の
専
任
教
員
の
う
ち
一
人
は
、
教
務
に
関
す
る
主
任
者
と
し
、
専
任
教
員
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修

得
さ
せ
る
た
め
に
行
う
講
習
会
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
基
準
を
満
た
す
も
の
と
し
て
あ
ら
か
じ
め

届
け
出
ら
れ
た
も
の
を
修
了
し
た
者
そ
の
他
そ
の
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
（

次
号
ハ
に
お
い
て
「
実
務
者
研
修
教
員
講
習
会
修
了
者
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
者
の
い

ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

介
護
福
祉
士
の
資
格
を
取
得
し
た
後
五
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
者

(1)

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
（
大
学
院
及
び
短
期
大
学
を
含
む
。
）
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
、
教
授
、

(2)
准
教
授
、
助
教
又
は
講
師
と
し
て
、
別
表
第
四
の
介
護
の
領
域
に
区
分
さ
れ
る
教
育
内
容
に
関
し
教
授
す
る
資
格

を
有
す
る
者

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
専
修
学
校
の
専
門
課
程
又
は
法
第
四
十
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
の

(3)
教
員
と
し
て
、
別
表
第
四
の
介
護
の
領
域
に
区
分
さ
れ
る
教
育
内
容
に
関
し
三
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
者

法
第
四
十
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
学
校
又
は
同
号
に
規
定
す
る
養
成
施
設
の
教
員
と
し
て
、
別
表
第
四

(4)
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の
二
に
定
め
る
介
護
の
基
本
Ⅰ
若
し
く
は
Ⅱ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
、
生
活
支
援
技
術
Ⅰ
若
し
く
は
Ⅱ
又

は
介
護
過
程
Ⅰ
か
ら
Ⅲ
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
科
目
の
教
育
に
関
し
五
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
者

法
附
則
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
（
以
下
「
特
例
高
等
学
校
等
」
と
い
う
。
）
の
教
員
と
し
て

(5)
、
別
表
第
四
の
介
護
の
領
域
に
区
分
さ
れ
る
教
育
内
容
に
関
し
五
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
者

ヘ

介
護
過
程
Ⅲ
を
教
授
す
る
教
員
は
、
ホ
の

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
第
五

(1)

(5)

条
第
十
四
号
ロ
に
規
定
す
る
講
習
会
を
修
了
し
た
者
そ
の
他
そ
の
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認

め
ら
れ
る
者
を
置
く
こ
と
。

ト

医
療
的
ケ
ア
を
教
授
す
る
教
員
は
、
医
療
的
ケ
ア
教
員
講
習
会
修
了
者
等
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
医
師
、
保
健
師
、

助
産
師
又
は
看
護
師
の
資
格
を
取
得
し
た
後
五
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
者
を
置
く
こ
と
。

チ

一
学
級
の
定
員
は
、
五
十
人
以
下
で
あ
る
こ
と
。

リ

同
時
に
授
業
を
行
う
学
級
の
数
に
応
じ
、
必
要
な
数
の
教
室
を
有
す
る
こ
と
。

ヌ

教
育
上
必
要
な
機
械
器
具
、
模
型
、
図
書
そ
の
他
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

ル

管
理
及
び
維
持
経
営
の
方
法
が
確
実
で
あ
る
こ
と
。
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ヲ

入
学
し
、
又
は
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
教
育
の
内
容
、
教
員
そ
の
他
の
事
項
に
関
す
る
情
報
が
開
示
さ
れ
て

お
り
、
当
該
開
示
さ
れ
た
情
報
は
、
虚
偽
又
は
誇
大
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

二

通
信
課
程
に
係
る
基
準

イ

前
号
イ
、
ロ
、
ニ
、
ヘ
及
び
ト
並
び
に
ヌ
か
ら
ヲ
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

別
表
第
四
の
二
に
定
め
る
教
育
の
内
容
を
教
授
す
る
の
に
必
要
な
数
の
教
員
を
有
し
、
か
つ
、
一
人
以
上
の
専
任

教
員
を
有
す
る
こ
と
。

ハ

ロ
の
専
任
教
員
の
う
ち
一
人
は
、
教
務
に
関
す
る
主
任
者
と
し
、
実
務
者
研
修
教
員
講
習
会
修
了
者
等
で
あ
っ
て

、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

介
護
福
祉
士
の
資
格
を
取
得
し
た
後
五
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
者

(1)

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
（
大
学
院
及
び
短
期
大
学
を
含
む
。
）
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
、
教
授
、

(2)
准
教
授
、
助
教
又
は
講
師
と
し
て
、
別
表
第
四
の
介
護
の
領
域
に
区
分
さ
れ
る
教
育
内
容
に
関
し
教
授
す
る
資
格

を
有
す
る
者

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
専
修
学
校
の
専
門
課
程
又
は
法
第
四
十
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
の

(3)
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教
員
と
し
て
、
別
表
第
四
の
介
護
の
領
域
に
区
分
さ
れ
る
教
育
内
容
に
関
し
三
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
者

法
第
四
十
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
学
校
又
は
同
号
に
規
定
す
る
養
成
施
設
の
教
員
と
し
て
、
別
表
第
四

(4)
の
二
に
定
め
る
介
護
の
基
本
Ⅰ
若
し
く
は
Ⅱ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
、
生
活
支
援
技
術
Ⅰ
若
し
く
は
Ⅱ
又

は
介
護
過
程
Ⅰ
か
ら
Ⅲ
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
科
目
の
教
育
に
関
し
五
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
者

特
例
高
等
学
校
等
の
教
員
と
し
て
、
別
表
第
四
の
介
護
の
領
域
に
区
分
さ
れ
る
教
育
内
容
に
関
し
五
年
以
上
の

(5)
経
験
を
有
す
る
者

ニ

印
刷
教
材
は
、
別
表
第
四
の
二
の
科
目
の
欄
に
定
め
る
各
科
目
に
つ
い
て
、
同
表
の
時
間
数
の
欄
に
定
め
る
時
間

数
以
上
の
学
習
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
が
次
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

正
確
及
び
公
正
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
配
列
、
分
量
、
区
分
及
び
図
表
が
適
切
で
あ
る
こ
と
。

(1)

統
計
そ
の
他
の
資
料
が
新
し
く
、
か
つ
、
信
頼
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(2)

自
学
自
習
に
つ
い
て
の
便
宜
が
適
切
に
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

(3)
ホ

印
刷
教
材
に
よ
る
授
業
に
お
け
る
指
導
は
、
通
信
指
導
及
び
添
削
指
導
と
し
、
そ
の
方
法
が
次
に
よ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。
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通
信
指
導
は
、
計
画
的
に
行
う
こ
と
。

(1)

添
削
指
導
は
、
別
表
第
四
の
二
の
科
目
の
欄
に
定
め
る
各
科
目
（
面
接
授
業
に
よ
り
行
う
科
目
を
除
く
。
）
に

(2)
つ
い
て
一
回
以
上
行
う
こ
と
と
し
、
添
削
に
当
た
っ
て
は
、
採
点
、
講
評
、
学
習
上
の
注
意
等
を
記
入
す
る
こ
と
。

ヘ

面
接
授
業
に
お
い
て
は
、
通
信
指
導
及
び
添
削
指
導
に
お
い
て
修
得
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
知
識
及
び
技

能
の
修
得
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
き
確
認
を
す
る
こ
と
。

ト

面
接
授
業
に
お
け
る
一
学
級
の
定
員
は
、
五
十
人
以
下
で
あ
る
こ
と
。

チ

面
接
授
業
の
実
施
期
間
に
お
い
て
、
同
時
に
授
業
を
行
う
学
級
の
数
に
応
じ
、
必
要
な
数
の
教
室
を
有
す
る
こ
と
。

第
八
条
中
「
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
四
十
条
第
二
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
三
十
九
条
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
を
「
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

医
療
的
ケ
ア
を
教
授
す
る
教
員
は
、
医
療
的
ケ
ア
教
員
講
習
会
修
了
者
等
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
医
師
、
保
健
師
、
助

産
師
又
は
看
護
師
の
資
格
を
取
得
し
た
後
五
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
者
を
置
く
こ
と
。

第
九
条
第
一
項
第
十
号
ロ
中
「
第
三
十
九
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
を
「
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
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で
」
に
、
「
法
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
同
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

法
第
四
十
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
学
校

面
接
授
業
を
他
の
学
校
等
に
実
施
さ
せ
る
場
合
に
は
、
当
該
他

の
学
校
等
の
名
称
、
所
在
地
及
び
設
置
者
又
は
経
営
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
）
並
び
に
当
該
他
の
学

校
等
に
お
い
て
実
施
す
る
面
接
授
業
の
科
目

第
九
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
」
を
「
法
第
七
条
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
若
し
く
は
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第

三
号
ま
で
に
規
定
す
る
学
校
又
は
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
に
係
る
第
一
項
の
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
関
す
る
事
項
」
の
下
に
「
、
同
号
ハ
に
掲
げ
る
他
の
学
校
等
に
関
す
る
事
項
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
第
三
号
中
「
異
動
」
の
下
に
「
（
実
習
指
導
者
の
異
動
に
つ
い
て
は
、
法
第
七
条
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
若

し
く
は
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
学
校
又
は
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
に
限
る

。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
三
条
中
「
及
び
第
十
四
号
ロ
」
を
「
、
第
九
号
の
二
及
び
第
十
四
号
ロ
並
び
に
第
七
条
の
二
第
一
号
ホ
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
法
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
例
高
等
学
校

等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
特
例
高
等
学
校
等
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
の
表
科
目
欄
中
「
生
活
支
援
技
術
」
を
「
生
活
支
援
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技
術
（
医
療
的
ケ
ア
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
表
単
位
数
欄
中
「
六
」
を
「
七
」
に
、
「
三
四
」
を
「
三
五
」
に
、
「
三

三
」
を
「
三
四
」
に
改
め
、
同
表
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考

一

各
科
目
の
単
位
数
は
、
一
単
位
時
間
を
五
十
分
と
し
、
三
十
五
単
位
時
間
の
授
業
を
一
単
位
と
し
て
計
算
す

る
こ
と
を
標
準
と
す
る
。
た
だ
し
、
通
信
制
の
課
程
に
お
け
る
介
護
実
習
以
外
の
科
目
の
単
位
数
に
つ
い
て
は

、
添
削
指
導
三
回
及
び
面
接
指
導
二
単
位
時
間
（
一
単
位
時
間
を
五
十
分
と
す
る
。
）
を
一
単
位
と
し
て
計
算

す
る
こ
と
を
標
準
と
す
る
。

二

医
療
的
ケ
ア
に
つ
い
て
は
、
講
義
及
び
演
習
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
講
義
の
時
間
数
は
少
な
く
と
も
五
十

時
間
以
上
と
し
、
演
習
は
面
接
指
導
と
す
る
も
の
と
す
る
。

三

前
号
の
演
習
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
は
可
能
な
限
り
実
地
研
修
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
見
学
を
行
う
よ
う
努

め
る
も
の
と
す
る
。

附
則
第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
介
護
福
祉
士
の
養
成
に
係
る
高
等
学
校
等
に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア
を
教
授
す
る
教
員
の
経
過
措
置
）

第
二
条
の
二

医
療
的
ケ
ア
教
員
講
習
会
修
了
者
等
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
医
師
、
保
健
師
、
助
産
師
又
は
看
護
師
の
資
格
を
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取
得
し
た
後
、
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
高
等
学
校
等
に
お
い
て
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十

一
号
）
別
表
第
三
の
看
護
若
し
く
は
福
祉
の
教
科
に
属
す
る
科
目
を
教
授
す
る
教
員
と
し
て
五
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る

者
又
は
法
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
学
校
若
し
く
は
養
成
施
設
の
専
任
教
員
と
し
て
五
年

以
上
の
経
験
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
第
六
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
法
第
四
十
条
第
二
項
第

四
号
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
に
お
い
て
医
療
的
ケ
ア
を
教
授
す
る
教
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
二
中
「
（
第
三
条
―
第
七
条
関
係
）
」
を
「
（
第
三
条
―
第
七
条
の
二
関
係
）
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
中
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
し
く
み
の
項
の
次
に
「

医
療
的
ケ
ア

医
療
的
ケ
ア

五
〇

五
〇

五
〇

」
を
加
え
、
合
計
の
項
中
「
一
、
八
〇
〇
」
を
「
一
、
八
五
〇

」
に
、
「
一
、
一
七
〇
」
を
「
一
、
二
二
〇
」
に
、
「
一
、
一
五
五
」
を
「
一
、
二
〇
五
」
に
改
め
、
同
表
備
考
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

備
考

一

第
一
号
学
校
に
お
け
る
人
間
と
社
会
に
関
す
る
選
択
科
目
の
時
間
数
に
つ
い
て
は
、
人
間
の
尊
厳
と
自
立
、

人
間
関
係
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
及
び
社
会
の
理
解
の
時
間
数
と
合
計
し
て
二
百
四
十
時
間
以
上
と
な
る
よ

う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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二

医
療
的
ケ
ア
に
つ
い
て
は
、
講
義
及
び
演
習
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
講
義
の
時
間
数
は
少
な
く
と
も
五
十

時
間
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。

三

前
号
の
演
習
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
は
可
能
な
限
り
実
地
研
修
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
見
学
を
行
う
よ
う
努

め
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
四
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
四
の
二
（
第
七
条
の
二
関
係
）

科
目

時
間
数

人
間
の
尊
厳
と
自
立

五

社
会
の
理
解
Ⅰ

五

社
会
の
理
解
Ⅱ

三
〇

介
護
の
基
本
Ⅰ

一
〇

介
護
の
基
本
Ⅱ

二
〇

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術

二
〇
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生
活
支
援
技
術
Ⅰ

二
〇

生
活
支
援
技
術
Ⅱ

三
〇

介
護
過
程
Ⅰ

二
〇

介
護
過
程
Ⅱ

二
五

介
護
過
程
Ⅲ

四
五

発
達
と
老
化
の
理
解
Ⅰ

一
〇

発
達
と
老
化
の
理
解
Ⅱ

二
〇

認
知
症
の
理
解
Ⅰ

一
〇

認
知
症
の
理
解
Ⅱ

二
〇

障
害
の
理
解
Ⅰ

一
〇

障
害
の
理
解
Ⅱ

二
〇

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
し
く
み
Ⅰ

二
〇

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
し
く
み
Ⅱ

六
〇



- 14 -

医
療
的
ケ
ア

五
〇

合
計

四
五
〇

備
考

一

介
護
過
程
Ⅲ
に
つ
い
て
は
、
面
接
授
業
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

二

医
療
的
ケ
ア
に
つ
い
て
は
、
講
義
及
び
演
習
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
講
義
の
時
間
数
は
少
な
く
と
も
五
十

時
間
以
上
と
し
、
演
習
は
面
接
授
業
と
す
る
も
の
と
す
る
。

三

前
号
の
演
習
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
は
可
能
な
限
り
実
地
研
修
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
見
学
を
行
う
よ
う
努

め
る
も
の
と
す
る
。

四

第
五
号
学
校
に
お
け
る
教
育
の
内
容
に
相
当
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
研
修
で
あ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
厚
生
労

働
大
臣
に
届
け
出
ら
れ
た
も
の
に
お
い
て
既
に
履
修
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
科
目
に
つ
い
て
は
、
そ
の
科
目

の
履
修
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
五
科
目
欄
中
「
生
活
支
援
技
術
」
を
「
生
活
支
援
技
術
（
医
療
的
ケ
ア
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
表
単
位
数
欄

中
「
九
」
を
「
十
」
に
、
「
五
二
」
を
「
五
三
」
に
改
め
、
同
表
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考

一

各
科
目
の
単
位
数
は
、
一
単
位
時
間
を
五
十
分
と
し
、
三
十
五
単
位
時
間
の
授
業
を
一
単
位
と
し
て
計
算
す
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る
こ
と
を
標
準
と
す
る
。

二

医
療
的
ケ
ア
に
つ
い
て
は
、
講
義
及
び
演
習
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
講
義
の
時
間
数
は
少
な
く
と
も
五
十

時
間
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。

三

前
号
の
演
習
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
は
可
能
な
限
り
実
地
研
修
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
見
学
を
行
う
よ
う
努

め
る
も
の
と
す
る
。

（
社
会
福
祉
に
関
す
る
科
目
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

文
部
科
学
省

第
三
条

社
会
福
祉
に
関
す
る
科
目
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
年

令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

厚
生
労
働
省

る
。第

三
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
三
十
九
条
第
二
号
」
を
「
第
四
十
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
及
び
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
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ら
施
行
す
る
。

（
介
護
福
祉
士
の
養
成
に
係
る
高
等
学
校
等
又
は
介
護
福
祉
士
試
験
の
受
験
資
格
の
特
例
に
係
る
高
等
学
校
等
の
指
定
に
関

す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
社
会
福
祉
士
介
護
福
祉
士
学
校
指
定
規
則
第
八
条
又
は
附
則
第
二
条
に
定
め
る
基

準
に
よ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
三
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
四
十
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す

る
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
又
は
同
法
附
則
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
の

指
定
及
び
こ
れ
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


